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教科書採択の方法 

１ 採択の権限 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律及びその他関係法令に基づき、教育委員会がそ

の責任と権限のもと、公正かつ適正に実施するものとする。 

※ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21 条第６号 

教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理

し、及び執行する。  

    （１）～（５）略 

    （６） 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

     以下 略 

２ 採択の透明化 

   教育委員会は、採択の公正確保に向けて、採択方針及び採択手順を事前に定め公表するも

のとする。また、教育委員会における採択は公開するとともに、教科用図書選定審議会報告

書等の資料については採択終了後に公開するなど、採択の透明化に努めるものとする。 

３ 静ひつな採択環境の確保 

   教科用図書の採択を公正かつ適正に行うため、教科用図書について誹謗・中傷等が行われ

る中で採択がされたり、外部からの不当な働きかけ等により採択が歪められたなどの疑念が

抱かれたりすることのないよう、静ひつな採択環境を確保するものとする。 

※ 文部科学省通知（参考）《一部抜粋》 

「平成 28 年度使用教科書の採択について（通知）」（平成 27 年 4 月 7 日付け）27 文科初第 91 号 

2 教科書採択の公正確保について 

（1）略 

（2）採択教科書の決定に当たっては，教職員の投票によって決定されるようなことはもとより，十

分な審議や調査研究を経ずこれまでの慣例のみによって決定されるなどにより，採択権者の責任

が不明確になることがないよう，採択手続の適正化に努めること。 

また，静ひつな採択環境を確保するため，外部からの働きかけに左右されることなく，採択権

者の権限と責任において公正かつ適正な採択を行うこと。円滑な採択事務に支障をきたすような

事態が生じた場合や違法な働きかけがあった場合には，各採択権者が警察等の関係機関と連携を

図りながら，毅然とした対応をとること。 

以下略 

４ 調査審議の観点 

   「教育基本法」、「学校教育法」の理念の実現に向けて、主に学習指導要領との関連、編 

  集の趣旨と工夫、内容、構成・分量・装丁及び表記・表現の観点から検討して最も適切と思 

  われるものを採択する。 
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教科用図書の採択手順（小・中学校）フロー図 

①諮問（５月） ⑥審議結果報告（８月）

②調査研究依頼（５月） ⑤調査研究報告（６月）

③調査研究依頼（５月） ④調査研究報告（６月）

教育委員会（８月上旬～下旬）
教育委員会の責任と権限のもと、公正かつ適正に教科用図書を採択する。

川崎市教科用図書選定審議会（５月～７月）
調査研究会が調査研究した報告書及び各学校の調査研究報告書を参考

に、当該審議会が独自の立場で教科用図書を審議し報告する。

 委員構成：

学識経験者    ３名

学校教育の関係者１５名（校長６名 保護者９名）

市職員      １名

調査研究会（５月～６月）
 各学校から提出のあった調査研究報告書をとりまとめるとともに、調

査研究会が独自に教科ごとに教科用図書の内容を調査研究し報告する。

校内検討委員会（５月～６月）
各学校の校内検討委員会で全ての教科用図書の内容を調査研究し報告

する。 
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川崎市教科用図書選定審議会について

１ 審議会の概要 

○ 教科用図書の審議を行うため、川崎市附属機関設置条例に基づき川崎市教科用図書選定審

議会を設置し、教育委員会が教科用図書の調査審議を諮問する。 

○ 審議会は、その下に設置する調査研究会からの報告を参考にする一方、審議会独自の立場

で審議した上で教育委員会に報告する。 

２ 川崎市教科用図書選定審議会を非公開としている理由 

○ 教科用図書の採択については世間一般に広く関心が寄せられており、審議会を公にするこ

とにより発言者を特定することができてしまい、場合によっては誹謗・中傷・いやがらせ

等が起こる可能性があり、そのために自由・活発な議論をすることができなくなる恐れが

あることから、教科用図書選定事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるものと考えられるため、審議会は非公開としている。 

  川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第５条－抜粋－ 

  ・審議会等は、会議に諮り、審議等の内容が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するおそれが 

   あると認めるときは、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。 

   (4) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定出資法人若 

     しくは指定管理者が行う事務又は事業に関する事項であって、公にすることにより、次に掲 

     げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ 

     すおそれがあるもの 

※川崎市附属機関設置条例 別表第２（第２条～第５条関係） 教育委員会の附属機関 

附属機関 所掌事務 委員の定数 委員の構成 委員の任期 

川崎市教科用図

書選定審議会 

市立学校において使用する

教科用図書の選定に関して

調査審議すること。 

２０人以内 (1) 学識経験者 

(2) 学校教育の 

関係者 

(3) 市職員 

１年 
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川崎市教科用図書選定審議会要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市附属機関設置条例（平成２７年川崎市条例第１号

。以下「条例」という。）第２条の規定に基づき設置する川崎市教科用図書

選定審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し、条例に定め

があるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（調査研究会） 

第２条 審議会の下に、調査研究員で構成する調査研究会を置く。 

２ 調査研究員は、教員のうちから必要な人員を教育委員会が任命するものと

する。 

３ 調査研究員は、教科用図書の選定に関し、内容の調査研究及び各学校から

の意見の集約（以下「調査研究等」という。）を行うものとする。 

４ 調査研究会は、調査研究等をとりまとめ、審議会に報告するものとする。 

（教育委員会への報告） 

第３条 委員長は、審議会で審議した結果を教育委員会に報告する。 

（庶務） 

第４条 審議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部指導課において処理す

る。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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